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考
資
料
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◎
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
抄
）
【
幼
稚
園
に
関
す
る
主
な
規
定
】

（
傍
線
部
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

第
一
条

こ
の
法
律
で
、
学
校
と
は
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中

第
一
条

こ
の
法
律
で
、
学
校
と
は
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学

等
教
育
学
校
、
特
別
支
援
学
校
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
と
す
る
。

校
、
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
特
別
支
援
学
校
及
び
幼
稚
園
と
す
る
。

【
参
考
（
現
行
学
校
教
育
法
）
】
（
以
下
、
削
除
）

第
三
章

幼
稚
園

第
七
章

幼
稚
園

第
二
十
二
条

幼
稚
園
は
、
義
務
教
育
及
び
そ
の
後
の
教
育
の
基
礎
を
培
う
も
の
と
し

第
七
十
七
条

幼
稚
園
は
、
幼
児
を
保
育
し
、
適
当
な
環
境
を
与
え
て
、
そ
の
心
身
の

て
、
幼
児
を
保
育
し
、
幼
児
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
に
適
当
な
環
境
を
与
え
て
、

発
達
を
助
長
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

そ
の
心
身
の
発
達
を
助
長
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
十
三
条

幼
稚
園
に
お
け
る
教
育
は
、
前
条
に
規
定
す
る
目
的
を
実
現
す
る
た
め

第
七
十
八
条

幼
稚
園
は
、
前
条
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

、
次
に
掲
げ
る
目
標
を
達
成
す
る
よ
う
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

目
標
の
達
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

健
康
、
安
全
で
幸
福
な
生
活
の
た
め
に
必
要
な
基
本
的
な
習
慣
を
養
い
、
身
体

一

健
康
、
安
全
で
幸
福
な
生
活
の
た
め
に
必
要
な
日
常
の
習
慣
を
養
い
、
身
体
諸

諸
機
能
の
調
和
的
発
達
を
図
る
こ
と
。

機
能
の
調
和
的
発
達
を
図
る
こ
と
。

二

集
団
生
活
を
通
じ
て
、
喜
ん
で
こ
れ
に
参
加
す
る
態
度
を
養
う
と
と
も
に
家
族

二

園
内
に
お
い
て
、
集
団
生
活
を
経
験
さ
せ
、
喜
ん
で
こ
れ
に
参
加
す
る
態
度
と

や
身
近
な
人
へ
の
信
頼
感
を
深
め
、
自
主
、
自
立
及
び
協
同
の
精
神
並
び
に
規
範

協
同
、
自
主
及
び
自
律
の
精
神
の
芽
生
え
を
養
う
こ
と
。

意
識
の
芽
生
え
を
養
う
こ
と
。



三

身
近
な
社
会
生
活
、
生
命
及
び
自
然
に
対
す
る
興
味
を
養
い
、
そ
れ
ら
に
対
す

三

身
辺
の
社
会
生
活
及
び
事
象
に
対
す
る
正
し
い
理
解
と
態
度
の
芽
生
え
を
養
う

る
正
し
い
理
解
と
態
度
及
び
思
考
力
の
芽
生
え
を
養
う
こ
と
。

こ
と
。

四

日
常
の
会
話
や
、
絵
本
、
童
話
等
に
親
し
む
こ
と
を
通
じ
て
、
言
葉
の
使
い
方

四

言
語
の
使
い
方
を
正
し
く
導
き
、
童
話
、
絵
本
等
に
対
す
る
興
味
を
養
う
こ
と

を
正
し
く
導
く
と
と
も
に
、
相
手
の
話
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
こ
と

。

。
五

音
楽
、
身
体
に
よ
る
表
現
、
造
形
等
に
親
し
む
こ
と
を
通
じ
て
、
豊
か
な
感
性

五

音
楽
、
遊
戯
、
絵
画
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
創
作
的
表
現
に
対
す
る
興
味
を

を
表
現
力
の
芽
生
え
を
養
う
こ
と
。

養
う
こ
と
。

第
二
十
四
条

幼
稚
園
に
お
い
て
は
、
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
目
的
を
実
現
す
る
た

め
の
教
育
を
行
う
ほ
か
、
幼
児
期
の
教
育
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
き
、
保
護
者

及
び
地
域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び

助
言
を
行
う
な
ど
、
家
庭
及
び
地
域
に
お
け
る
幼
児
期
の
教
育
の
支
援
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

第
二
十
五
条

幼
稚
園
の
教
育
課
程
そ
の
他
の
保
育
内
容
に
関
す
る
事
項
は
、
第
二
十

第
七
十
九
条

幼
稚
園
の
保
育
内
容
に
関
す
る
事
項
は
、
前
二
条
の
規
定
に
従
い
、
文

二
条
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
に
従
い
、
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
。

部
科
学
大
臣
が
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第
二
十
六
条

幼
稚
園
に
入
園
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
満
三
歳
か
ら
、
小
学
校
就

第
八
十
条

幼
稚
園
の
保
育
内
容
に
関
す
る
事
項
は
、
前
二
条
の
規
定
に
従
い
、
文
部

学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
幼
児
と
す
る
。

科
学
大
臣
が
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第
二
十
七
条

幼
稚
園
に
は
、
園
長
、
教
頭
及
び
教
諭
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
一
条

幼
稚
園
に
は
、
園
長
、
教
頭
及
び
教
諭
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
、
教
頭
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
、
教
頭
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

②

幼
稚
園
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
事
務

②

幼
稚
園
に
は
、
前
項
の
ほ
か
、
養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
そ
の
他
必
要
な
職
員
を

職
員
、
養
護
助
教
諭
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

置
く
こ
と
が
で
き
る
。



③

園
長
は
、
園
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
所
属
職
員
を
監
督
す
る
。

③

園
長
は
、
園
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
所
属
職
員
を
監
督
す
る
。

④

教
頭
は
、
園
長
を
助
け
、
園
務
を
整
理
し
、
及
び
必
要
に
応
じ
幼
児
の
保
育
を
つ

④

教
頭
は
、
園
長
を
助
け
、
園
務
を
整
理
し
、
及
び
必
要
に
応
じ
幼
児
の
保
育
を
つ

か
さ
ど
る
。

か
さ
ど
る
。

⑤

教
諭
は
、
幼
児
の
保
育
を
つ
か
さ
ど
る
。

⑤

特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
諭
に
代
え
て

⑥

特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
諭
に
代
え
て

助
教
諭
又
は
講
師
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
、

助
教
諭
又
は
講
師
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

⑥

教
諭
は
、
幼
児
の
保
育
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
十
八
条

第
三
十
七
条
第
五
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
並
び
に
第
四
十

第
八
十
二
条

第
二
十
八
条
第
五
項
、
第
七
項
、
第
八
項
及
び
第
十
項
か
ら
第
十
二
項

二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
幼
稚
園
に
準
用
す
る
。

ま
で
並
び
に
第
三
十
四
条
の
規
定
は
、
幼
稚
園
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。


